
� � � � � � �

町・県民税の申告については､ 地方税法及び町税
条例によって納税者に義務付けられています｡
平成18年中の所得状況について､ 次の日程により
申告相談を行いますので､ 注意事項をご覧のうえ､
申告してください｡ ���������	
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町・県民税の申告については､ 地方税法及び町税
条例によって納税者に義務付けられています｡
平成18年中の所得状況について､ 次の日程により
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２月13日 (火) 若葉町・新町１

小泊支所
(２階会議室)

小泊地域の
方は､ 支所
での申告日
程が終了し
ても､ ２月
20日～３月
13日まで小
泊支所で申
告ができま
す｡
ただし､土・
日曜日及び
祝祭日は申
告はできま
せん｡

各会場とも

《午前の部》
９時～11時

《午後の部》
１時～３時30分

◎お願い
受付時間以外は
ご遠慮くださる
ようお願いしま
す｡

２月14日 (水) 新町２・小泊派立

２月15日 (木) 花丘町・上町・浜町

２月16日 (金) 下前中・下前浜・温泉町

２月18日 (日) 45678��29

２月19日 (月) 入船・折戸・下前上

２月20日 (火) 若宮・下高根

内潟公民館
２月21日 (水) 今泉上・今泉下

２月22日 (木) 薄市上

２月23日 (金) 薄市下

２月26日 (月) 芦野・福浦

武田公民館
２月27日 (火) 田茂木・上長泥

２月28日 (水) 上豊岡・下豊岡

３月１日 (木) 富野・豊島

３月２日 (金) 派立上・派立中

中央公民館
(２階研修室)

３月５日 (月) 派立下・向町上

３月６日 (火) 向町下・五林

３月７日 (水) 宮川・宮野沢

３月８日 (木) 深郷田上・深郷田下

３月９日 (金) 八幡・大沢内

３月10日 (土)
45678��29

３月11日 (日)

３月12日 (月) 二タ見・尾別

３月13日 (火) 上高根・竹田

３月14日 (水) 中里・小泊全地域
中央公民館 (２階研修室)

３月15日 (木) 中里・小泊全地域

※指定日に都合の悪い方は､ 地区割当にかかわらず､ 相談実施中の会場においでください｡
※役場本庁では､ 上記申告期間中は､ 申告相談ができませんのでご留意願います｡
※平日に来られない方のために､ 小泊支所は２月18日 (日) に､ 中里会場は３月10日 (土) ・11日 (日)
にも申告相談を実施しますのでご利用ください｡
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◎注意事項
１. 平成18年1月1日から､ 平成18年12月31日までの期間中の収入及び支出が今回の申告対象になります｡
２. 米の実収量・販売金額､ 水田面積､ 水田の賃貸借､ 漁業関係収入､ 営業収入､ 出稼ぎ (日雇い)､ その
他の収入の状況を確認してお越しください｡

３. 給与所得者であっても､ 給与支払報告書が提出されていない方や､ 給与以外の収入がある方は申告が
必要です｡

４. 申告のとき持参していただくもの (水田耕作面積が少ない方も必要です)
(１) 認印
(２) 給与や年金収入のある方は源泉徴収票
(３) 小田川・十三湖土地改良区等への水利費領収書
(４) 転作の互助会費を支払った場合は領収書
(５) 水稲共済掛金・航空防除費の領収書
(６) 葉たばこ販売の収入・経費明細書
(７) 農業・漁業機具等の事業用資産を新たに購入した場合は購入証明書
(８) 農業・漁業機具等修理代の領収書
(９) 水田や償却資産等の賃借料支払証明書
(10) 制度資金等借入利子の支払証明書
(11) 臨時雇人費支払領収書等
(12) その他､ 直接に事業経営に要した経費がある場合は支払領収書等
(13) 社会保険料の領収書 (国民年金の支払証明書または領収書を必ず持参してください｡)
(14) 生命保険料の支払証明書
(15) 個人年金保険料の支払証明書
(16) 火災保険料の支払証明書
(17) 医療費控除を受ける方は､ 領収書及び通院のための交通費を計算の上､ 持参してください｡

10万円 (または所得の５％) を超えれば医療費控除の対象となります｡
【担当 課税係 内線46・47】

税務署では､ 下記の日程で確定申告説明会を開催します｡
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※いずれの会場も､ 開場は説明開始の30分前からです｡
(上記説明会についての問い合せ先)
五所川原税務署 個人課税第一部門 �0173－34－3152
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開催年月日 時 間 内 容 会 場

平成18年２月７日(水)
午前10:00～12:00

所得税の確定申告書等の作成につ

いて (青色申告以外の方を対象)

五所川原市唐笠柳字藤巻

517-1

｢エルムの街 ２階

エルムホール｣
午後１:30～３:30

消費税の確定申告書等の作成につ

いて (消費税課税事業者を対象)
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開催年月日 時 間 内 容 会 場

平成18年２月６日(火)
午前10:00～12:00

所得税の確定申告書等の作成につ

いて (青色申告以外の方を対象)

五所川原市唐笠柳字藤巻

517-1

｢エルムの街 ２階

エルムホール｣
午後１:30～３:30

消費税の確定申告書等の作成につ

いて (消費税課税事業者を対象)

営業・農業とも関係書類と筆記用具をお持ちください｡
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◇目 的 週１回であわせて４回行いますので､ 健
康になりたいという人のきっかけ作りにおいでく
ださい｡
◇日 時 １月17日(水)､ 23日(火)､ 31日(水)､ ２
月７日(水) 時間は午後２時から午後４時まで
◇場 所 日本海漁火センターイベントホール又は
和室
◇講習内容
自分でできる足つぼマッサージ､ 腰痛予防スト
レッチ､ 肩こり予防､ 冷えの予防､ 体力づくり､
骨盤のゆがみの矯正など
◇参加費 無料
◇対象者と定員
30歳以上の男女ならどなたでも30名まで｡ １回
の参加よりもできるだけ４回とも出席できる方｡
また､ 産後に体重が戻らない方｡
◇申込締切 １月12日(金)
◇持ち物 運動のできる服装､ ハンドタオル､ 飲物
(水分補給として)
◇講 師 境 江利子 弘前市在住

ＪＲＦＡ認定セラピスト
あんよセラピー
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◇日 時 平成19年１月21日 (日)
午前８時45分～午後２時
受 付：午前８時45分～９時15分
開会式：午前９時30分

◇会 場 小泊小学校体育館
◇参加対象 中学生以上の方
◇チーム数 先着24チームで締め切り
◇申込締切 １月15日 (月) 正午必着
◇参加費 無 料
◇チーム編成 試合は３人で１チームとする｡ (そ
の他補欠は２名まで登録可) ただし､ 試合中は女
性選手が常に１人以上プレーしていること｡ (中
学生３人で編成する場合は除く｡)
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町では､ 出稼労働者及びその家族に対する相談活
動を行うため地域相談指導員を６名配置しておりま
す｡
地域相談指導員は､ 公共職業安定所等関係機関と
密接な連携のもとに､ 出稼労働者の就労動向の把握､
出稼労働者に対する求人情報の提供､ 留守家族との
相談等の業務を行っております｡
地域相談指導員は､ 以下のとおりです｡
竹 内 彦次郎 (上豊岡) �57－4382
横 山 光 枝 (八 幡) �57－2436
中 畑 良 子 (向町上) �57－2445
野 上 雅 子 (薄市上) �58－2559
宮 越 忠 正 (小泊派立) �64－3557
佐 藤 俊 吉 (下前中) �64－2401
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出稼労働者手帳は①身分証明書②労働条件通知書
③賃金未払確認書④健康診断個人票など出稼ぎ前及
び就労中に必要な事項が確認できるようになってい
ますから､ 有効に活用してください｡
お問い合わせは
中泊町役場 町民課労政係 �57－2111
小泊支所 �64－2111
武田出張所 �57－2101
内潟出張所 �58－2111

【担当 労政係 内線34】

◇競技方法 ブロック・リーグ戦 (21点１セット若
しくは４分または５分間の時間制)
◇表 彰 １位～３位まで表彰､ ブービー賞と全員
に参加賞あり｡
◇申込先 教育委員会

�69－1112 FAX69－1115
教育委員会小泊事務所

�64－2679 FAX27－9004
◇その他 大会中にケガをした場合､ 町教育委員会
加入保険の範囲内の保障をいたします｡
【担当 教育委員会小泊事務所 �64－2679】


